
税務改正大綱を受けて、主に会社経理に影響がある重要項目について、分かりやす
くご説明致します。（一部21年度改正項目もご説明致します。）

■解説予定項目■
○グループ税制とは？ ・対象となる会社は？

・グループ内譲渡の課税関係はどうなる？
○軽減税率、交際費の損金不算入制度等中小企業向け減税措置が制限されます。
（上場会社の100％子会社に影響）

○連結納税制度が採用しやすくなる？
○扶養控除はどうなる？
etc…。

税理士 串田忠司

申込方法 Web：http://www.aiwa-tax.or.jp/index.html 税務会計ｾﾐﾅｰの「お申し込みはこちら」をクリック
Fax：記申込書に記入の上、03-5715-3318にお送りください

申込先・お問合せ：あいわ税理士法人 セミナー運営事務局： 名倉美衣
〒108-0075 東京都港区港南2-5-3 オリックス品川ビル４階 TEL 03-5715-3316 FAX 03-5715-3318

主催：あいわ税理士法人

申込書

〒

フリガナ

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

所属部署名

氏名
フリガナ

氏名

会社名

所在地

所属部署名

TEL

※受付完了のご連絡を差し上げます。

JR/京浜急行 品川駅
徒歩５分

税務会計セミナー

講師

受講料

会場

日時
平成22年1月26日（火）
13：30～16：30（受付13：00より）

受講料：5,000円（消費税込）
顧問先様は無料

品川イーストワンタワー２１F
中会議室

（あいわ税理士法人）

定員 50名（先着順）
申込期限 1月12日(火) Webからのお申込が可能になりました！

http://www.aiwa-tax.or.jp/index.html
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